
住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

第 一 条 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 を 第 七 条 と し 、 第 三 条 を 第 六 条 と し 、 第 二 条 を 第 五 条 と し 、 第 一 条 の 次 に 次 の 三 条 を 加 え る 。

（ 本 人 確 認 情 報 を 利 用 す る こ と が で き る 事 務 ）

第 二 条 法 第 三 十 条 の 八 第 一 項 第 二 号 の 条 例 で 定 め る 事 務 は 、 別 表 第 一 の と お り と す る 。

（ 本 人 確 認 情 報 を 提 供 す る 知 事 以 外 の 執 行 機 関 及 び 事 務 ）

第 三 条 法 第 三 十 条 の 八 第 二 項 の 条 例 で 定 め る 知 事 以 外 の 県 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 知 事 以 外 の 執 行 機 関 」 と い う 。 ） 及 び 事 務 は 、 別 表 第 二 の と お り と す る 。

（ 知 事 以 外 の 執 行 機 関 へ の 本 人 確 認 情 報 の 提 供 方 法 ）

第 四 条 知 事 が 行 う 法 第 三 十 条 の 八 第 二 項 の 規 定 に よ る 保 存 期 間 に 係 る 本 人 確 認 情 報 の 知 事 以 外 の 執 行 機 関 へ の 提 供 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 知 事 以 外 の 執 行 機 関 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 保 存 期 間 に 係 る 本 人 確 認 情 報 を 送 信 す る 方 法 に よ り 行 う も

の と す る 。

附 則 の 次 に 別 表 と し て 次 の 二 表 を 加 え る 。

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）

一 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） そ の 他 の 地 方 税 に 関 す る 法 律 及 び こ れ ら の 法 律 に 基 づ く 条 例 に よ る 地 方 税 の 賦 課 徴 収 又 は 地 方 税 に 関 す

る 調 査 （ 犯 則 事 件 の 調 査 を 含 む 。 ） に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

二 採 石 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 九 十 一 号 ） に よ る 採 石 業 者 の 登 録 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

第 十 号

住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 六 月 十 一 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 十 号 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校

２５

平成27年6月議案



三 土 地 収 用 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号 ） 第 三 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の に 関 す る 事 業 又 は こ れ ら の 事 業 に 係 る 同 法 第 十 六 条 に 規 定 す る 関

連 事 業 の 用 に 供 す る 土 地 の 取 得 又 は 使 用 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

四 砂 利 採 取 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 七 十 四 号 ） に よ る 砂 利 採 取 業 者 の 登 録 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

五 中 小 企 業 事 業 団 法 （ 昭 和 五 十 五 年 法 律 第 五 十 三 号 ） 附 則 第 十 六 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 中 小 企 業 振 興 事 業 団 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 五 十 六 号 ） 第 二 十

条 第 一 項 第 二 号 イ 又 は 中 小 企 業 総 合 事 業 団 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 十 九 号 ） 附 則 第 二 十 四 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 中 小 企 業 事 業 団 法 第 二 十 一 条 第 一 項 第 二

号 イ に 規 定 す る 資 金 の 貸 付 け に 係 る 債 権 の 管 理 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

六 中 小 企 業 の 事 業 活 動 の 活 性 化 等 の た め の 中 小 企 業 関 係 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 二 百 二 十 二 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 中 小

企 業 近 代 化 資 金 等 助 成 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 十 五 号 ） 第 三 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 資 金 の 貸 付 け に 係 る 債 権 の 管 理 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定

め る も の

七 地 方 法 人 特 別 税 等 に 関 す る 暫 定 措 置 法 （ 平 成 二 十 年 法 律 第 二 十 五 号 ） に よ る 地 方 法 人 特 別 税 の 賦 課 徴 収 又 は 地 方 法 人 特 別 税 に 関 す る 調 査 （ 犯 則 事 件 の

調 査 を 含 む 。 ） に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

八 農 地 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 一 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 附 則 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ た 土 地 等 の 管 理 に 関 す

る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

九 徳 島 県 吏 員 恩 給 条 例 （ 昭 和 二 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） に よ る 年 金 で あ る 給 付 の 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

十 徳 島 県 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 七 号 ） に よ る 使 用 料 又 は 手 数 料 の 徴 収 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

十 一 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 四 号 ） に よ る 公 務 上 の 災 害 若 し く は 通 勤 に よ る 災 害

に 対 す る 補 償 又 は 福 祉 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

十 二 徳 島 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 十 五 号 ） に よ る 年 金 の 支 給 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

十 三 災 害 時 に お け る 県 民 の 安 否 の 確 認 そ の 他 の 被 災 者 に 対 し て 緊 急 に 行 う べ き 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

別 表 第 二 （ 第 三 条 関 係 ）

知 事 以 外 の 執 行 機 関 事 務

一 教 育 委 員 会 徳 島 県 立 学 校 使 用 料 、 手 数 料 徴 収 条 例 （ 昭 和 二 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 十 三 号 ） に よ る 授 業 料 又 は 受 講 料 の 徴 収 に 関 す る 事

務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

二 教 育 委 員 会 徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 五 号 ） に よ る 改 正 前 の 徳 島 県 育 英 奨 学 金 貸 与 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年
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徳 島 県 条 例 第 二 十 八 号 ） 又 は 徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 に よ る 奨 学 金 の 貸 与 に 係 る 債 権 の 管 理 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で

定 め る も の

三 監 査 委 員 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） に よ る 住 民 監 査 請 求 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

四 公 安 委 員 会 道 路 交 通 法 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 ） に よ る 放 置 違 反 金 の 納 付 命 令 若 し く は 放 置 違 反 金 等 の 徴 収 又 は 反 則 行 為 の 通

告 に 関 す る 事 務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

五 収 用 委 員 会 土 地 収 用 法 に よ る 土 地 等 の 収 用 若 し く は 使 用 若 し く は 損 失 の 補 償 の 裁 決 、 明 渡 裁 決 の 申 立 て 又 は 協 議 の 確 認 に 関 す る 事

務 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の

第 二 条 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 第 三 十 条 の 八 第 一 項 第 二 号 」 を 「 第 三 十 条 の 十 五 第 一 項 第 二 号 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 第 三 十 条 の 八 第 二 項 」 を 「 第 三 十 条 の 十 五 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 四 条 中 「 第 三 十 条 の 八 第 二 項 」 を 「 第 三 十 条 の 十 五 第 二 項 」 に 、 「 保 存 期 間 に 係 る 本 人 確 認 情 報 」 を 「 都 道 府 県 知 事 保 存 本 人 確 認 情 報 」 に 改 め る 。

第 五 条 及 び 第 六 条 を 削 る 。

第 七 条 中 「 第 三 十 条 の 三 十 七 第 二 項 」 を 「 第 三 十 条 の 三 十 二 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 五 条 と す る 。

本 則 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 本 人 確 認 情 報 の 保 護 に 関 す る 審 議 会 ）

第 六 条 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） 第 五 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 徳 島 県 個 人 情 報 保 護 審 査 会 は 、 法 第 三 十 条 の 四 十 第 一 項 に

規 定 す る 本 人 確 認 情 報 の 保 護 に 関 す る 審 議 会 と す る 。

第 三 条 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 を 削 る 。

第 四 条 中 「 の 知 事 以 外 の 執 行 機 関 」 を 「 の 知 事 以 外 の 県 の 執 行 機 関 （ 以 下 「 知 事 以 外 の 執 行 機 関 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 を 第 三 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の

一 条 を 加 え る 。

（ 本 人 確 認 情 報 を 提 供 す る 知 事 以 外 の 執 行 機 関 及 び 事 務 ）

第 四 条 法 第 三 十 条 の 十 五 第 二 項 第 二 号 の 条 例 で 定 め る 知 事 以 外 の 執 行 機 関 及 び 事 務 は 、 別 表 第 二 の と お り と す る 。
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別 表 第 一 中 一 の 項 を 削 り 、 二 の 項 を 一 の 項 と し 、 三 の 項 か ら 六 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 上 げ 、 七 の 項 を 削 り 、 八 の 項 を 六 の 項 と し 、 九 の 項 か ら 十 三 の 項 ま

で を 二 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。

別 表 第 二 中 「 第 三 条 関 係 」 を 「 第 四 条 関 係 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 平 成 二 十 七 年 十 月 五 日 か ら 、 第 三 条 の 規 定 は 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

住 民 サ ー ビ ス の 向 上 及 び 行 政 事 務 の 効 率 化 に 資 す る た め 、 本 人 確 認 情 報 を 利 用 す る こ と が で き る 事 務 等 を 定 め る と と も に 、 住 民 基 本 台 帳 法 の 一 部 が 改 正 さ れ

た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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